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自己株式消却に関するお知らせ 

(会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却) 

 

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を消却するこ

とを決議しましたのでお知らせします。 

 

 

記 

１．自己株式消却について 

１．消却する株式の種類 当社普通株式 

２．消却する株式の総数 90,000 株 （消却前の発行済株式総数に対する割合 1.31%） 

３．消却予定日 2025 年 6 月 30 日 

  

（参考） 

消却後の発行済株式総数 ： 6,769,483 株 

消却後の自己株式数 ： 42,571 株 

（注）自己株式数には株式給付信託口保有の当社株式 83,500 株及び持株会信託口保有の当社株式

136,700 株は含めておりません。 

 

２．自己株式消却の理由 

当社は、株主還元施策の一環として自己株式の取得並びにその消却を検討してまいりましたが、現在の株式流

動性を考慮すると市場において新たに自己株式の取得を行うことについては、流動性を阻害する可能性があると判

断しました。ついては、現時点では保有する自己株式についてその消却を行うことを決議しました。 

 

以上 

会 社 名 株 式 会 社  Ｆ Ｃ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 

代 表 者 名 代表取締役社長   福島 宏治 

（証券コード：6542  スタンダード） 

問 合 せ 先 取締役管理統括室長 松田 治久 

（TEL. 092-412-8300） 


